
 

 

 

 

 

 

 

（仮称）伊那中央衛生センター整備工事 

 

落札者決定基準 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月 

 

 

 

 

 

伊那中央行政組合 

 

  



 

 

 

 



● ● ● 目 次 ● ● ● 

 

１ 総合評価一般競争入札による請負者の決定 ·························· １ 

 

２ 審査の流れ ······················································ １ 

（１）参加資格審査 ·················································· １ 

（２）基礎審査 ······················································ １ 

（３）工事価格の入札 ················································ ２ 

（４）定量化審査 ···················································· ２ 

（５）落札者の決定 ·················································· ３ 

（６）審査フロー ···················································· ４ 

 

３ 入札参加者の備えるべき参加資格要件 ······························ ５ 

（１）入札参加者の構成等 ············································ ５ 

（２）一企業に必要な資格に関する事項 ································ ５ 

（３）共同企業体の結成に必要な資格に関する事項 ······················ ５ 

（４）共同企業体の構成員に必要な資格に関する事項 ···················· ６ 

（５）本件入札に同時に参加することができない者 ······················ ７ 

 

４ 共同企業体に関する留意事項 ······································ ７ 

（１）結成方法 ······················································ ７ 

（２）運営方法 ······················································ ７ 

（３）構成員の変更 ·················································· ７ 

 

５ 書類の確認方法及び基礎審査の基準 ································ ８ 

（１）書類の確認方法 ················································ ８ 

（２）基礎審査の基準 ················································ ８ 

 

６ 工事価格の入札 ·················································· ９ 

 

７ 定量化審査の基準 ················································ ９ 

（１）定量化審査の基本方針 ·········································· ９ 

（２）定量化審査の方法 ·············································· ９ 

（３）定量化審査の項目及び配点 ······································ 10 

（４）技術提案内容の得点化 ·········································· 10 

（５）工事価格の得点化 ·············································· 15 

（６）総合評価得点の算出 ············································ 15 

（７）優秀提案者の特定 ·············································· 15 



  



- 1 - 

１ 総合評価一般競争入札による請負者の決定 

（仮称）伊那中央衛生センター整備工事（以下「整備工事」という。）の請負者には、

整備工事の設計・施工に関する専門的な技術やノウハウの保有が必須となる。このた

め、請負者決定に係る契約締結方式は、技術提案及び工事価格の総合的な評価によっ

て落札者を決定する総合評価一般競争入札を採用する。 

（仮称）伊那中央衛生センター整備工事落札者決定基準（以下「落札者決定基準」

という。）は、整備工事の入札説明書類等に基づき参加希望者から提出された書類（参

加資格審査申請書類、技術提案書及び入札書）を、可能な限り客観的に審査して落札

者を決定するための基準を示すものである。 

 

２ 審査の流れ 

総合評価一般競争入札における審査の流れは、次のとおりである。 

 

（１）参加資格審査 

ア 参加資格審査申請書類の確認 

本組合は、提出された整備工事の入札に関する参加資格審査申請書類が全て揃

っており、参加資格審査に支障のないことを確認する。この結果、提出書類に不備

不足がある場合は、その提出者を失格とする。 

イ 参加資格審査 

本組合は、参加資格審査申請書類等により、提出者が、落札者決定基準「３ 

入札参加者の備えるべき参加資格要件」（以下「参加資格要件」という。）を満たし

ていることを確認する。この結果、参加資格要件を満たしている場合は、その参加

資格審査申請書類の提出者に（仮称）伊那中央衛生センター整備工事技術提案書

（以下「技術提案書」という。）の提出を要請し、満たしていない場合は、その参

加資格審査申請書類の提出者を失格とする。 

 

（２）基礎審査 

ア 技術提案書の確認 

本組合は、提出された技術提案書の構成、項目等が全て整っており、技術提案

書の基礎審査及び定量化審査に支障のないことを確認する。この結果、提出書類に

不備不足がある場合は、その提出者を失格とする。 
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イ 技術提案書の基礎審査 

技術提案書の基礎審査は、本組合が設置する伊那中央衛生センター整備工事総

合評価一般競争入札審査委員会（以下「委員会」という。）において行う。委員会

は、提出された技術提案書と要求水準書案との整合性及び提出図書間の齟齬等を確

認する。 

本組合は、委員会が要求水準書案を全て満たし、齟齬も認められないと判断し

た場合、その技術提案書の提出者に工事価格の入札について通知する。委員会が、

要求水準書案との軽微な不整合、又は提出図書間の軽微な不整合が部分的に認めら

れると判断した場合には、その技術提案書の提出者に提案内容の改善を指示すると

ともに、工事価格の入札について通知する。委員会が、性能やリスク分担に関する

不整合、同一事項に対する２通り以上の提案等、要求水準書案との重大な不整合、

又は提出図書間の重大な不整合があると判断した場合には、その技術提案書の提出

者を失格とする。 

 

（３）工事価格の入札 

本組合は、技術提案書の基礎審査を通過した者（工事価格の入札について通知した

者）に対し、（仮称）伊那中央衛生センター整備工事要求水準書（要求水準書案及び

技術提案書の基礎審査結果を基に本組合が作成する工事契約図書、以下「要求水準書」

という。）を貸与し、工事価格の入札を実施する。 

本組合は、入札書に記載された工事価格が予定価格を超えていないことを確認する。

この結果、工事価格が予定価格を超える場合は、その入札書の提出者を失格とする。 

 

（４）定量化審査 

委員会は、次の方法により技術提案書の提案内容と入札価格の定量化を行い、優秀

提案を特定する。 

ア 一般要求事項に関する提案内容の定量化 

一般要求事項に関する提案内容について、落札者決定基準「７ 定量化審査の

基準」で示す一般要求事項に関する得点化の基準に基づき、審査項目ごとに要求水

準書案との整合性、又は提出図書間の整合性を評価し、得点化を行う。 

イ 特定要求事項に関する提案内容の定量化 

一般要求事項以外で組合が特定する事項に関する提案内容について、落札者決

定基準「７ 定量化審査の基準」で示す特定要求事項に関する得点化の基準に基づ
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き、審査項目ごとにその優劣を評価し、得点化を行う。 

ウ 工事価格の定量化 

入札書に記載された工事価格について、落札者決定基準「７ 定量化審査の基

準」で示す工事価格を得点化するための算定式に基づき、得点化を行う。 

エ 総合評価得点の算出 

一般要求事項に関する提案内容の審査、特定要求事項に関する提案内容の審査

及び工事価格に関する審査により算出された審査項目ごとの得点を合計し、総合評

価得点を算出する。 

オ 優秀提案者の特定 

総合評価得点の最も高い者を、優秀提案者として特定する。 

 

（５）落札者の決定 

本組合は、委員会の優秀提案者特定を踏まえ、落札者を決定する。 
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（６）審査フロー 

 

 

 

  

入札書に記載された工事価格について、算定式を用いて得点化

落札者の決定、仮契約、工事契約の締結（議会議決）

一般要求事項に関する提案内容につ
いて、審査項目ごとに整合性を評価
し、得点化

特定要求事項に関する提案内容につ
いて、審査項目ごとに優劣を評価
し、得点化

工事価格の入札

入札書に記載された工事価格の確認（開札）

工事価格が予定価格を超えていないことを確認

工事価格の定量化

総合評価得点の算出

提案内容の得点と入札価格の得点を合計し、総合評価得点を算出

優秀提案者の特定

総合評価得点の最も高い者を、優秀提案者として特定

落札者の決定

要求水準書案との不整合に係る改善指示

改善回答書及び工事費再見積書の受理

要求水準書案との整合性を確認

提出された参加資格審査申請書類が全て揃っていることを確認

入札説明書類（入札説明書、落札者決定基準、様式集）の提示

要求水準書案貸与願の受理、要求水準書案の貸与

参加資格審査申請書類の受理及び書類確認

参加資格審査

参加資格審査申請書類に基づく参加資格の確認

技術提案書の提出要請

技術提案書の受理及び書類確認、工事費見積書の受理

提出された技術提案書が全て揃っていることを確認

技術提案書の基礎審査

提案内容と要求水準書案との整合性を確認

ヒアリング

技術提案書の内容確認

技術提案書の改善指示、要求水準書の貸与

一般要求事項に関する
提案内容の定量化

特定要求事項に関する
提案内容の定量化

（不備不足がある場合） 失格

失格

失格

失格

失格（予定価格を上回った場合）

（要件に満たない場合）

（不備不足がある場合）

（重大な不整合がある場合）
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３ 入札参加者の備えるべき参加資格要件 

整備工事の入札に参加する者は、整備工事の発注手続への応募から落札者決定までの

間、次に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）入札参加者の構成等 

入札参加者は、一企業又は複数の企業で構成される整備工事を目的とする特定建設

工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）とする。 

 

（２）一企業に必要な資格に関する事項 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者 

イ 伊那中央行政組合建設工事等の入札参加に係る指名停止規程（平成14年伊那中央

行政組合訓令第４号）に基づく指名停止の措置を受けていない者 

ウ 法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者 

エ 清掃施設工事について、伊那市、箕輪町、南箕輪村のいずれかの建設工事入札参

加資格者名簿に登載された者で、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項

の規定による清掃施設工事の特定建設業の許可を受けている者 

オ 建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査結果の清掃施設工事に係る総

合評定値が863点以上の者 

カ 地方自治体（広域連合及び一部事務組合を含む）が発注した50kL/日以上の生物

学的脱窒素処理方式によるし尿処理施設（汚泥再生処理センターを含む)の整備工

事を元請けとして行い、平成24年度以降に着工し、稼動開始に至った実績が複数あ

る者 

キ 清掃施設工事業に係る監理技術者資格証の交付を受け、かつ、平成24年度以降に

着工した生物学的脱窒素処理方式によるし尿処理施設（汚泥再生処理センターを含

む)の整備工事の経験があり、直接的かつ恒常的雇用関係にある技術者を専任で配

置できる者 

 

（３）共同企業体の結成に必要な資格に関する事項 

ア 共同企業体の構成員数は、３者以内とする。うち１者を代表者とする。 

イ 各構成員の出資比率は、２者の場合は30パーセント以上、３者の場合は20パーセ

ント以上でなければならない。ただし、代表者の出資比率は構成員中最大であるこ

と。 

ウ 本入札に共同企業体の構成員として参加する者は、同時に本入札に参加する企業



- 6 - 

又は他の共同企業体の構成員ではないこと。 

エ 「特定建設工事共同企業体協定書（様式９）」及び「委任状（様式１０）」を提出

すること。 

 

（４）共同企業体の構成員に必要な資格に関する事項 

ア 全ての構成員に必要な資格 

（ア）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者 

（イ）伊那中央行政組合建設工事等の入札参加に係る指名停止規程に基づく指名停止

の措置を受けていない者 

（ウ）法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者 

 

イ 代表者に必要な資格 

（ア）清掃施設工事について、伊那市、箕輪町、南箕輪村のいずれかの建設工事入札

参加資格者名簿に登載された者で、建設業法第３条第１項の規定による清掃施設

工事の特定建設業の許可を受けている者 

（イ）建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査結果の清掃施設工事に係る

総合評定値が863点以上の者 

（ウ）地方自治体（広域連合及び一部事務組合を含む。）が発注した50kL/日以上の生

物学的脱窒素処理方式によるし尿処理施設（汚泥再生処理センターを含む。)の

整備工事を元請けとして行い、平成24年度以降に着工し、稼動開始に至った実績

が複数ある者 

（エ）清掃施設工事業に係る監理技術者資格証の交付を受け、かつ、平成24年度以降

に着工した生物学的脱窒素処理方式によるし尿処理施設（汚泥再生処理センター

を含む。)の整備工事の経験があり、直接的かつ恒常的雇用関係にある技術者を

専任で配置できる者 

 

ウ 代表者以外の構成員に必要な資格 

（ア）伊那市、箕輪町、南箕輪村のいずれかの建設工事入札参加資格者名簿に登載さ

れた者 

（イ）建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査結果において整備工事にお

ける役割の工事区分に係る総合評定値が、下表の点数以上の者 
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工事区分 点数 

土木一式工事 1007点以上 

建築一式工事 949点以上 

舗装工事 970点以上 

電気・電気通信工事 819点以上 

とび・土木・コンクリート工事 872点以上 

解体工事 844点以上 

管・鋼構造物・造園・その他工事 863点以上 

 

（５）本件入札に同時に参加することができない者 

以下に当てはまる者が企業又は構成員である共同企業体は、本件入札に同時に参加

することができない。 

ア 会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号及び第４号に規定する親会社と子会

社の関係にある者 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者 

ウ 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている者 

エ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法（平成14年法律第154号）第67条第

１項又は民事再生法（平成11年法律第225号）第64条第２項の規定により選任され

た管財人を現に兼ねている者 

 

４ 共同企業体に関する留意事項 

（１）結成方法 

 共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。 

 

（２）運営方法 

 共同企業体の運営にあたり、共同企業体運営指針（平成元年建設省経振発第52、53、

54号）を参考にすること。 

 

（３）構成員の変更 

 入札参加資格審査申請書提出後の共同企業体の構成員の変更は、認めない。 
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５ 書類の確認方法及び基礎審査の基準 

（１）書類の確認方法 

ア 確認方法 

技術提案書の構成、項目等が、技術提案書の基礎審査及び定量化審査に支障の

ないことを確認する。この結果、書類の不備不足が確認された場合は、失格とする。 

イ 確認内容 

（ア）提出された入札書類が全て揃っていること。 

（イ）技術提案書の構成、項目が、入札説明書類に示された基礎審査及び定量化審査

の審査項目を満たしていること。 

 

 

（２）基礎審査の基準 

ア 審査方法 

提出された技術提案書と要求水準書案との整合性及び提出図書間の齟齬等を確

認し、整備工事への適合性が極めて低いと判断する提案を選別する。 

イ 審査基準 

（ア）審査項目 

技術提案書の基礎審査における審査項目は、次に示すとおり、整備工事への

適合性を判断する上で最低限必要な事項とする。 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

基礎審査の審査項目

技術提案書

ⅰ　設計計算書と要求水準書案の整合性に関する事項

ⅱ　設備仕様書と要求水準書案の整合性に関する事項

ⅲ　図面類と要求水準書案の整合性に関する事項

ⅳ　その他の書類と要求水準書案の整合性に関する事項

ⅴ　提案図書間の整合性に関する事項
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（イ）審査基準 

技術提案書の基礎審査における審査基準及び各適合段階における判断と対応

は、次のとおりとする。 

 

６ 工事価格の入札 

入札書に記載された工事価格が予定価格を超えていないことを確認する。この結果、

工事価格が予定価格を超える場合は、その入札書の提出者を失格とする。 

 

７ 定量化審査の基準 

（１）定量化審査の基本方針 

整備工事の目的を実現する上で必要な事項を審査項目とし、提案内容の定量化を図

ることにより、客観的な視点から最も優秀な提案者を特定する。 

 

（２）定量化審査の方法 

入札参加者から提出された技術提案書の提案内容及び入札書に記載された入札価格

について、審査項目ごとに得点化を行い、それらを合計した総合得点の最も高かった

ものを、優秀提案者として特定する。 

  

Ｃ

対応判断審査基準適合段階

Ａ

Ｂ

工事価格入札の通知

提案内容の改善指示
工事費再見積書の提出要請
工事価格入札の通知

失格の通知

合格

合格

失格

技術提案書が要求水準書案を全て満たし
ており、提出図書間の齟齬も認められな
い。

技術提案書と要求水準書案に軽微な不整
合が認められる。又は提出図書間に軽微
な不整合が認められる。

性能やリスク分担に関する不整合、同一
事項に対する２通り以上の提案等、要求
水準書案との重大な不整合、又は提出図
書間の重大な不整合が認められる。
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（３）定量化審査の項目及び配点 

定量化審査における審査項目及び配点は、次のとおりとする。 

 

 

（４）技術提案内容の得点化 

ア 技術提案内容の得点化の方法 

技術提案書の提案内容について、審査項目ごとに評価段階に基づく５段階評価

を行い、審査項目ごとの配点に評価段階における評価率を乗じ、審査項目ごとの得

点を算出する。 

  

審　　　査　　　項　　　目 配点

2

2

2

2

2

10

12

12

6

4

4

5

7

50

60

工事費の提案 40

100

Ⅵ　地域の活性化と地元貢献に関する事項

Ⅶ　先進的な施設を目指すための施設運営に対する
　　協力・アフターサービスに関する事項

　小　　計

Ⅲ　循環経済への移行を踏まえた
　　資源化物の生産・利用に関する事項

　　　　　　配　点　合　計

特定要求事項
(特定テーマ)

　技術提案書の配点計

工事価格に関する事項

Ⅰ　処理機能に関する事項

Ⅱ　脱炭素社会への移行を踏まえた省エネルギー等対策
    及び維持管理コストの低減に関する事項

Ⅳ　全体配置・動線計画・景観等に関する事項

Ⅴ　施設の災害対策及び長寿命化対策に関する事項

一般要求事項
(技術提案全体)

ⅰ　設計計算書と要求水準書案の整合性に関する事項

ⅱ　設備仕様書と要求水準書案の整合性に関する事項

ⅲ　図面類と要求水準書案の整合性に関する事項

ⅳ　その他の書類と要求水準書案の整合性に関する事項

ⅴ　提案図書間の整合性に関する事項

　小　　計
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イ 一般要求事項 

（ア）評価段階、評価基準及び評価率 

一般要求事項のうち、ⅰ～ⅲの項目に関する提案内容の評価段階、評価基準

及び評価率は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般要求事項のうち、ⅳの項目に関する提案内容の評価段階、評価基準及び

評価率は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｄ
当該審査項目において、要求水準書案との軽微な不整合箇所が10箇
所以上15箇所未満である。

0.25

Ｅ
当該審査項目において、要求水準書案との軽微な不整合箇所が15箇
所以上認められる。

0.00

Ｂ
当該審査項目において、要求水準書案との軽微な不整合箇所が５箇
所未満である。

0.75

Ｃ
当該審査項目において、要求水準書案との軽微な不整合箇所が５箇
所以上10箇所未満である。

0.50

評価段階 一　般　要　求　事　項　の　評　価　基　準 評価率

Ａ 当該審査項目において、要求水準書案を全て満足している。 1.00

Ｄ
要求水準書案との軽微な不整合箇所が５箇所以上10箇所未満であ
る。

0.25

Ｅ 要求水準書案との軽微な不整合箇所が10箇所以上認められる。 0.00

Ｂ 要求水準書案との軽微な不整合箇所が２箇所未満である。 0.75

Ｃ
要求水準書案との軽微な不整合箇所が２箇所以上５箇所未満であ
る。

0.50

評価段階 一　般　要　求　事　項　の　評　価　基　準 評価率

Ａ 要求水準書案を全て満足している。 1.00
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一般要求事項のうち、ⅴの項目に関する提案内容の評価段階、評価基準及び

評価率は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）評価の視点 

一般要求事項に関する提案内容を評価する際は、審査項目ごとに次の視点に

基づき行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評　価　の　視　点

ⅴ

ⅰ

審　査　項　目

ⅱ

ⅲ

設計計算書と要求水準書案
の整合性に関する事項

設備仕様書と要求水準書案
の整合性に関する事項

図面類と要求水準書案の整
合性に関する事項

提出図書間の整合性に関す
る事項

ⅳ
その他の書類と要求水準書
案の整合性に関する事項

各審査項目に対応する提案内容が、要求水

準書案を満たしているか、又は提案図書間

に齟齬がないかを評価の基本とする。要求

水準書案を全て満足し、提案図書間の齟齬

も認められない場合には、配点の 100％を

付与する。要求水準書案との軽微な不整合

及び提案図書間の軽微な不整合が認められ

る場合には、その度合に応じて減点する。

Ｂ 提案図書間の軽微な不整合箇所が５箇所未満である。

Ｃ 提案図書間の軽微な不整合箇所が５箇所以上10箇所未満である。

評価段階 一　般　要　求　事　項　の　評　価　基　準

Ａ 提案図書間に不整合箇所が認められない。

Ｄ 提案図書間の軽微な不整合箇所が10箇所以上15箇所未満である。

Ｅ 提案図書間に軽微な不整合箇所が15箇所以上認められる。

評価率

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00
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ウ 特定要求事項 

（ア）評価段階、評価基準及び評価率 

特定要求事項Ⅰ～Ⅶの項目に関する提案内容の評価段階、評価基準及び評価

率は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）評価の視点 

特定要求事項に関する提案内容を評価する際は、審査項目ごとに次の視点に

基づき行う。 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

評価率

Ｄ 当該評価項目において、やや劣っている。

Ｅ 当該評価項目において、大変劣っている。

Ｂ 当該評価項目において、やや優れている。

Ｃ 当該評価項目において、一定の評価ができる。（標準）

評価段階 特　定　要　求　事　項　の　評　価　基　準

Ａ 当該評価項目において、大変優れている。
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評　価　の　視　点

Ⅰ 処理機能に関する事項

既存施設の運転管理手法継承への対
応策の妥当性、具体性、実現性
所定の処理性能を達成できる根拠資
料の妥当性

審　査　項　目

Ⅵ

先進的な施設を目指すための
施設運営に対する協力・アフ
ターサービスに関する事項

施設運営に対する協力・アフター
サービスの具体性、実現性

Ⅲ
循環経済への移行を踏まえた
資源化物の生産・利用に関す
る事項

資源化物の生産・利用策の妥当性、
具体性、実現性

脱炭素社会への移行を踏まえ
た省エネルギー等対策及び維
持管理コストの低減に関する
事項

省エネルギー・省薬品・省力化対策
及び維持管理コスト低減策の妥当
性、具体性、実現性

全体配置・動線計画・景観等
に関する事項

災害対策の妥当性、具体性、実現性
Ⅴ

施設の災害対策及び長寿命化
対策に関する事項

施設の長寿命化対策の妥当性、具体
性、実現性

各審査項目に対応す

る提案内容が、具体

的に示され、妥当性

を有し、かつ実現可

能なものであるかを

評価の基本とする。

一定の評価ができる

場合に、配点の50％

を付与し、より優れ

た提案と認める場合

に、配点の残り50％

を優秀の度合に応じ

て加点する。一定の

評価ができない場合

には、その度合に応

じて減点する。

地域の活性化と地元貢献に関
する事項

地域の活性化促進と地元貢献に向け
た対応の具体性、実現性

Ⅶ

配置・動線計画・景観等の合理性、
妥当性、実現性

Ⅱ

Ⅳ
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（５）工事価格の得点化 

ア 工事価格の得点化方法 

入札書に記載された工事価格について、得点化のための算定式により得点を算

出する。 

イ 算定式 

工事価格のうち最も低い価格（以下「最低価格」という。）を40点とし、各入札

参加者の工事価格のうち最低の価格（以下「最低入札価格」という。）と各入札参

加者の工事価格との比率で価格得点を算出する。 

なお、得点は小数点以下第３位を四捨五入した値とする。 

 

 

 

 

（６）総合評価得点の算出 

技術提案書の提案内容に関する審査及び工事価格に関する審査により算出された審

査項目ごとの得点を合計し、総合評価得点を算出する。 

 

（７）優秀提案者の特定 

総合評価得点の最も高い者を優秀提案者として特定する。 

 

 

価格得点＝（最低入札価格／各参加者の入札価格）×40点 


